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路線バス事業者に対する文書警告について 

 

この度、下記の一般乗合旅客自動車運送事業者に対して監査を行ったところ、

法令違反が確認されたことにより文書による警告を行いましたので、お知らせ

します。 

 

記 

 

１．事業者名及び営業所名 

①事業者名：神姫バス株式会社（法人番号６１４０００１０５９２８９） 

営業所名：三木営業所（三木市平田５６８） 

   ②事業者名：全但バス株式会社（法人番号４１４０００１０４６５３７） 

営業所名：豊岡営業所（兵庫県豊岡市梶原３３７−１） 

 

 

２．詳細 

  別紙のとおり 

 
 

 

 

平成２９年１２月２６日 資料配付 

配布先  問い合わせ先 

神戸海運記者クラブ 

 

神戸運輸監理部 兵庫陸運部 監査部門 

担当：喜多、春名、江美 

（電話）０７８－４５３－１１０５ 

 

神戸運輸監理部 



別紙  

①神姫バス株式会社 三木営業所 
○監査の実施日 平成２９年１１月２７日 

○監査の端緒 

平成２９年１１月１７日（金）１１時８分、新神戸トンネル内北行き（神戸市中央区葺合町山

郡１）にて前方を走行する自家用車を追い越すため、車線変更を行った際、追い越し車線走行中

のオートバイと接触し、その後オートバイ運転手が死亡する事故を惹起したとの報告が平成２９

年１１月１７日に神戸運輸監理部兵庫陸運部へ事実関係の報告があり、同報告を受け監査を実施。 

○行政処分等 

平成２９年１２月２６日付け、神戸運輸監理部長名による文書による警告 

 

〈違反の概要及び違反条項〉 

・運転者に対する指導及び監督が不適切であった。 

（道路運送法第２７条第３項） 

（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項） 

事業用自動車を運転する場合の心構えとして、「安全、確実な輸送が社会的使命であること」

を認識させるとともに「事業用自動車の運行の安全及び旅客の安全を確保するとともに他

の運転者の模範となることが使命であること」を理解させておらず、「常に運転者の習得の

程度を把握しながら指導及び監督を進める配慮」が適切に図られていなかった。 

 

②全但バス株式会社 豊岡営業所 

○監査の実施日 平成２９年１２月７日及び１２月１５日 

○監査の端緒 

平成２９年１１月３日（金）、大阪阪急三番街を１９時２０分発の豊岡豊田町行き運行途中の

２０時４６分に、舞鶴若狭自動車道と北近畿豊岡自動車道との分岐にあたる春日ＩＣを通り過

ぎ、運行経路を外れて運行した。その後、路肩にバスを停車させた後、バックで逆走し春日ＩＣ

に戻っていたとの情報が同月１０日、旅客より事業者に寄せられた。その後、事業者が内部調査

を実施したところ、運転者の判断で高速道路を約５６０ｍバックして春日ＩＣに戻っていた事実

が判明し、平成２９年１２月４日に神戸運輸監理部兵庫陸運部へ事実関係の報告があり、同報告

を受け監査を実施。 

○行政処分等 

平成２９年１２月２６日付け、神戸運輸監理部長名による文書による警告 

 

〈違反の概要及び違反条項〉 

・運転者の健康状態の把握が確実になされていなかった。 

（道路運送法第２７条第３項）（旅客自動車運送事業運輸規則第２１条第５項） 

選任運転者に対し雇い入れ時の健康診断を受診させていない状態で乗務させていた。 

・運転者に対する指導及び監督が不適切であった。 

（道路運送法第２７条第３項）（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項） 

事業用自動車を運転する場合の心構えとして、「安全、確実な輸送が社会的使命であること」

を認識させるとともに「運転者が遵守すべき事項及び交通ルール等を理解させること」及び

「事業用自動車の運行の安全及び旅客の安全を確保するとともに他の運転者の模範となるこ

とが使命であること」を理解させておらず、「常に運転者の習得の程度を把握しながら指導及

び監督を進める配慮」が適切に図られていなかった。  

・国土交通省告示による運転適性診断を受診させていなかった。 

（道路運送法第２７条第３項）（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第２項） 

初任運転者に対し、国土交通省告示による運転適性診断（初任診断）を受診させていなかっ

た。 

 


